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夏バテとは？国内の感染者数の動向

引用文献：ウィキペディア：COVID-19パンデミックおよび国および地域別のCOVID-19パンデミック
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data

8月11日の時点で国内の新型コロナウイルス

感染者数は5万人を超えました。

増加の要因は、
PCR 検査数の
増大（当初 1 日
あたり数千件で
したが、現在は
約 4 万件）、特
に夜の街の人々
の検査数が増大
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夏バテとは？国内の流行状況
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5月下旬にはフェーズ5(消退期)へと移行したが

8月の時点ではフェーズ3(国内流行期)~4(国内蔓延期)に
戻ったと考えられています。

ワクチンは
開発途中ですが
治療候補薬として
レムデジビル(5月)

デキタメタゾン(7月）
が国内承認
されました！

1 2 3 4 5

海外発生期 国内流入期 国内流行早期 国内蔓延期 消退期

流行状況
中国で

流行が始まる

国内で

感染者の確認
感染者の増加 感染者数の急増 感染者減少

行政
水際対策

情報提供

水際対策強化

情報提供

医療機関整備

拡大阻止

海外移動の制限

医療崩壊の防止と

重症者対応

拡大阻止強化

国内移動の制限

外出自粛要請

特定業種へ休業要請

医療崩壊の防止

対策の評価と改善

段階的制限緩和

経済活性化対策

国民 予防対策の実施
予防耐先の強化

他人への感染防止

予防対策の強化

自粛要請への協力

他者への感染防止

新しい生活様式

医療 入院治療 入院治療
軽症者(宿泊・自宅療養)

重症者(入院治療)

診療体制の整備

検査体制の整備

社会生活

事業者活動

時差通勤

在宅勤務

有症者は

会社・学校を休む

在宅勤務・休校措置

社会機能維持事業者は

事業継続

社会生活の回復

事業活動の回復

第２波・第３波

への準備

フェーズ

国内の各フェーズにおける主要な対策

引用文献：（一社）日本渡航医学会・（公社）日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」第3版
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0811koukai.pdf



夏バテとは？一般的な検査の解釈
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PCR検査 ウイルスの遺伝子(RNA)を増殖させて検出。
ウイルスを検出できるのは高くても70％程度と言わ
れている。感染力のないウイルスが残存しているだけ
でもRNAを検出し、陽性になることがある。(偽陽性)

抗原検査 ウイルスの一部を検出する。
見逃し(偽陽性)の危険性があり、陽性となる確率は37
～66％。

抗体検査 ウイルスに対する体の免疫反応によって生じた抗体を
調べる。
過去の一般的なコロナウイルス(風邪)への感染でも陽
性になる可能性がある。(偽陽性)

■偽陽性とは
感染していない、あるい
は感染力のないウイルス
が残存しているだけでも
陽性になることがある

ウイルスが存在して
いても陽性にならな
いことがある

引用文献：OHサポート企業向け新型コロナ対策情報バックナンバー
http://www.oh-supports.com/corona.html

「陰性」だからといって
「新型コロナウイルスに

感染していない」
との証明にはなりません



夏バテとは？各検査の特徴のまとめ
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PCR検査 抗原検査 抗体検査

検体採取部位 鼻・喉の粘液、
喀痰・唾液

鼻・喉の粘液、
喀痰・唾液

血液

感染状況 現在 現在 過去

陽性の場合 感染している 感染している 他のコロナウイルス感
染の可能性がある

陰性の場合

精度 7割程度 PCR検査より
劣る

精度にばらつきがある

課題 結果が出るま
でに時間がか
かる(半日程
度)

感染している
のに陰性にな
る割合が高い

感染していなくても陽
性になることがある

感染を否定できない

引用文献：OHサポート企業向け新型コロナ対策情報 http://www.oh-supports.com/corona.html
東京商工会議所新型コロナウイルス感染症への対応ガイド https://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=1022768

抗原検査が国内承認されました！



夏バテとは？濃厚接触者の新しい定義

引用文献：国立感染症研究所感染症疫学センター
新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領（2020年4月20日暫定版）
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html 5

すべての濃厚接触者に対して

PCR検査を行うことが追加されました！

距離は1ｍ マスクなし 15分以上の会話

１ｍ
１５分

発症２日前に

同居または長時間接触した方／感染防止対策なしで診察、看護、
介護された方体液に直接触れた可能性が高い方

変更なし



夏バテとは？濃厚接触者と判断されたら
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引用文献：（一社）日本渡航医学会・（公社）日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID19guide0604koukai.pdf

PCR検査が「陰性」であったとしても

14日間の健康観察と自宅待機が望ましいとされています。



夏バテとは？受診相談の目安

引用文献：東京都保健福祉「新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について」
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html

5月8日 厚労省より、新型コ
ロナウイルス感染症の新たな
「相談・受診の目安」が発表
されました。

発熱や咳など
比較的軽い風邪症状 息苦しさ

強いだるさ
高熱などの強い症
状のいずれかあり

・高齢者
・妊婦
・糖尿病、心不全、
呼吸器疾患あり
・人工透析患者
・免疫抑制剤や抗が
ん剤使用

4日以上続
いたら必
ず相談 すぐに相談

すぐに相談

かつ以下のいずれか

新型コロナコールセンター(感染症一般相談窓口)
[東京都]TEL：0570-550571（9:00～22:00／土日祝含む）

新型コロナウイルス受診相談窓口(帰国者・接触者相談センター)
【東京都】TEL：03-5320-4592（平日9:00～17:00／土日祝終日）

上記の他、平日は最寄りの保健所の相談窓口に電話を。

新型コロナウイルス感染症の受診相談の目安
コロナかも？と思ったら・・・まず電話！

居住地域によって窓口や
電話番号が違いますので

ご注意ください！

かかりつけ医
もしくは
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「37.5度以上の発熱が
4日間以上続く」
などの目安が

削除されました！



夏バテとは？罹患者の職場復帰の目安
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１）発症後少なくとも10日が経過している
２）薬剤を服用していない状態で、解熱および症状消失後、
少なくとも72時間が経過している

「退院後1週間の
自宅療養の推奨」が
見直されました！

復帰後1週間程度は毎日の健康観
察、マスクの着用、他人との距
離を2ｍ程度保つなどの感染予防
策を徹底し、体調不良時には出
社させないことが重要です

両方を満たすことが
必須

引用文献：（一社）日本渡航医学会・（公社）日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」第3版
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0811koukai.pdf

※薬剤=解熱剤、症状を緩和させる薬剤
※症状=咳、咽頭痛、息切れ、全身倦怠感、下痢



夏バテとは？発熱や風邪症状がある方の職場復帰の目安
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両方を満たすことが
必須

引用文献：（一社）日本渡航医学会・（公社）日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」第3版
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0811koukai.pdf

１）発症後少なくとも8日が経過している
２）薬剤を服用していない状態で、解熱および症状消失後、
少なくとも3日が経過している

※発症日を0日として計算する



夏バテとは？消毒の基本とユニバーサルマスクの考え方
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消毒の基本

■感染者の最後の使用から3日以内の場所をアル
コール(60～95%)または次亜塩素酸ナトリウム
(0.05%)を使用して消毒(清拭)する

■消毒の際は十分な換気を行い、個人防護具(マスク、
手袋、ガウン等)を使用する

■トイレや、体液や吐しゃ物が付着した箇所は次亜
塩素酸ナトリウム(0.1%)で消毒する

アルコールの
濃度が変更！

厚労省、経産省よ
り60%濃度でも一
定の有効性がある
ことが周知され

ました

ユニバーサルマスクとは

「新し生活様式」では飛沫感染を防止するために
「症状が無い人もマスクの着用」が推奨されており、
このような考え方をユニバーサルマスクと言う

ただし暑熱下や身
体負荷が高い作業
を行う場合には、
呼吸への負荷や不
快感による疲弊に
注意して下さい

引用文献：（一社）日本渡航医学会・（公社）日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」第3版
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0811koukai.pdf



夏バテとは？陰性証明について
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ビジネス渡航目的など健常者（濃厚接触者を除く）に
検査を実施する場合は、原則的に自費診療となります

PCR検査で陰性
だからと言って

「感染していない」
ことを完全に証明す
るものではありませ
ん！安易に陰性証明

を求めず、
従業員の自由意志に
ゆだねましょう

引用文献：（一社）日本渡航医学会・（公社）日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」第3版
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0811koukai.pdf



夏バテとは？リスクコミュニケーション
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CDC()CDC(米国疾病予防管理センター)より

引用文献：（一社）日本渡航医学会・（公社）日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」第3版
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0811koukai.pdf

情報発信や情報共有は適切なタイミングで。

感染症発生時はプライバシーに配慮した情報共有が必要です。



適切なタイミング

新型コロナウイルスの感染者が出たことについて適切なタイミングと内容で対外的に発表

しなければ、直接の取引先に対する信用低下、地域住民の不安、株価への影響などを招く。

取引先への対応

直接の取引先などで濃厚接触者が想定されるような場合には、ただちに取引先にその旨を

伝えて今後の対応を協議しなければならない。

報告の義務

ビルや建物の所有者や管理者に対しても、ただちに報告を行う必要がある。

→消毒作業の実施や今後の施設利用について検討する必要があるため。

個人情報の取り扱い

報告内容としては、濃厚接触者の特定や感染経路確認との関係で「誰」が感染したかとい

う情報も必要になる。この場合でも個人情報の取扱いについては十分に配慮するとともに、

先方の担当者にもその旨を伝え、情報は限られた範囲で取り扱う必要がある。

■対外的発表の留意事項

個人情報の保護について

引用文献：個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200515_2.pdf 13



夏バテとは？個人情報の保護について Q＆A
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同一事業者内での個人データの提供は「第三者提供」に該当しないため、
社内で個人データを共有する場合には、本人の同意は必要ない。
また、仮にそれが当初特定した利用目的の範囲を超えていたとしても当該
事業者内での２次感染防止や事業活動の継続のために必要がある場合には
本人の同意を得る必要はない。

当該社員の個人データを取引先に提供する場合、仮にそれが当初特定した
利用目的の範囲を超えていたとしても取引先での２次感染防止や事業活動
の継続のため、また公衆衛生の向上のため必要がある場合には本人の同意
は必要ない。

Q1.社員に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触者が出た。
社内公表する場合の注意点は何か？

Q2.社員が新型コロナウイルスに感染し、当該社員が接触したと考えられ
る取引先にその旨情報提供することを考えている。社員本人の同意を取
ることが困難なのだが提供することはできるか。

引用文献：社員・従業員が新型コロナに感染した際の労務対応チェックリスト
https://www.businesslawyers.jp/articles/767



保健所が、感染症法第 15 条第１項に基づく積極的疫学調査のため事業者に
対し新型コロナウイルスに感染した社員の勤務中の行動歴の提供を依頼して
いる場合には当該情報の提供に当たり本人の同意は必要ない。

Q3.社員が新型コロナウイルスに感染し、管轄の保健所から積極的疫学調
査のためとして当該社員の勤務中の行動歴の提供依頼があった。
社員本人の同意を取ることが困難なのだが提供することはできるか。

個人情報の取り扱いには
十分注意しましょう！！

個人情報の保護について Q＆A

引用文献：社員・従業員が新型コロナに感染した際の労務対応チェックリスト
https://www.businesslawyers.jp/articles/767

15



夏バテとは？STOP！コロナハラスメント
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引用文献：法務省/新型コロナウイルス感染症に関連してー不当な差別や偏見をなくしましょうー
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html

公的機関の提供する正確な情報を入手し、

冷静な行動に努めましょう。

相談窓口

•みんなの人権110番(全国共通人権相談ダ

イヤル)               ☏0570-003-110

•子ども人権110番(全国共通通話料無料)

☏0120-007-110

•女性の人権ホットライン(全国共通)

☏0570-070-810

•外国語人権相談ダイヤル

☏0570-090-911

新型コロナウイルスに対する不安でス
トレスが高まり、気持ちに余裕がなく
なると、イライラしたり攻撃的になる
可能性があります。リラックスできる
環境を整えてみましょう。

新型コロナウイルス感染症に対する
誤解や偏見により、感染者やその家
族、医療従事者、感染者が発生した
事業所などに対する誹謗・中傷、差
別といったハラスメントが発生して
います！


